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第Ⅰ章 総則 
 

（目的） 
第１条 本ガイドラインは、大和ハウス工業株式会社（以下「当社」という。）が、創業精神に基

づき、次に定める「社是」、「社員憲章」に基づき、「“将来の夢”（パーパス）」の実現を通じ

て、企業価値を向上させ、社会に必要とされる企業グループであり続けるため、社会やグロ

ーバルな経営環境に適合した最良のコーポレートガバナンスを実現することを目的とする。 
                                                                        〔2－1〕 

２. 当社は、「社是」、「社員憲章」、「“将来の夢”（パーパス）」ならびに「大切にしたい価値観」

から構成される理念体系に基づき「企業倫理綱領」を定め、当社役職員は行動原則としてこ

れを実践する。                                〔2－2〕 
【理念体系】 
 

 
 
≪社是≫ 
一．事業を通じて人を育てること 
一．企業の前進は先づ従業員の生活環境の確立に直結すること 
一．近代化設備と良心的にして誠意にもとづく労仂の生んだ商品は社会全般に貢献するこ

と 
一．我々の企業は我々役職員全員の一糸乱れざる団結とたゆまざる努力によってのみ発展

すること 
一．我々は相互に信頼し協力すると共に常に深き反省と責任を重んじ積極的相互批判を通

じて生々発展への大道を邁往すること 
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  ≪社員憲章≫ 
    私たちは、「人・街・暮らしの価値共創グループ」の社員として 

 一．品質、技術、情報力の向上に努め、環境に配慮した安全で確かな商品、安らぎとくつ 
   ろぎの空間を提供します。 

   一．誠意をもってお客様と向き合い、感動と喜びを分かち合います。 
   一．社会規範に基づく公明正大な行動により、社会的評価を高め、企業価値の向上に努め 

ます。 
   一．感謝の気持ちを忘れず、公正であることに努め、取引先と共に成長・発展を図ります。 
   一．仕事を通じて自らの成長と幸せを追求します。 
   一．「共創共生」を基本姿勢に、心豊かに生きる暮らしと社会の実現を目指します。 
 

≪“将来の夢”（パーパス）≫ 
生きる歓びを、未来の景色に。 
生きる歓びを分かち合える世界の実現に向けて、再生と循環の社会インフラと生活文

化を創造する。 
 

≪大切にしたい価値観≫ 
❶先の先を読み、自ら変化を起こす。 

まだ見ぬ未来を、ワクワクする未来へ。自ら変化を起こし、新たな流れを創り出しま

す。 
❷成功も失敗も、夢への糧にする。 
挑むことは、夢への糧。失敗を恐れず、一歩を踏み出します。 

❸異なりを歓迎し、輝きあう。 
多様性を活かし、創造のよろこびを。個性をつなげあい、より輝きを広げます。 

❹温かさをもって考え、強さをもってやり抜く。 
人と社会と共に、温かい心で。情熱と意思をもって、最後までやり抜きます。 

❺夢を実現するひとりとして、人生を楽しむ。 
主役は、自分。未来の景色を創る当事者として、人生を楽しみます。 

 
（コーポレートガバナンスの基本的な考え方）          
第２条 当社は、社会に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の公平性・

透明性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、株主に対する受託者責

任・説明責任を十分に機能させる。同時に、“将来の夢”（パーパス）の実現に向け、コーポ

レートガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、適確かつ迅速な意思決定・業務執行体制

ならびに適正な監督・監視体制の構築を図るとともに、多様な視点、長期的な視点に基づい

たコーポレートガバナンス体制を構築することを基本姿勢とする。      〔3－1（ⅱ）〕 
２. 当社は、社会に不可欠な商品・サービスの提供を通じて、株主・顧客・従業員・取引先・社

会に対する価値創造を行うことにより企業価値を向上させる。その実現のために、「人・街・   
暮らしの価値共創グループ」として社会のニーズに応じた幅広い事業分野での事業展開、積
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極的なイノベーション・新規分野の開拓を進めること≪社会的貢献≫、ならびに上場企業と

して中長期的かつ安定的に資本コストを上回る経済的価値を生み出すこと≪株主価値創造≫、

の両面を高い水準で維持・向上させる最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に

継続的に取り組む。 
 
（本ガイドラインの役割） 
第３条 本ガイドラインは、本章（第Ⅰ章）に定める「社是」および「社員憲章」を将来にわた

る当社の不変的なものとし、次章以降に定める次のコーポレートガバナンスの視点（第Ⅱ章

～第Ⅴ章）について、常に社会と向き合い、経営環境に適したものに変化させる。 
 

≪コーポレートガバナンスの視点≫ 
第Ⅱ章 株主の皆様との関係 
第Ⅲ章 コーポレートガバナンス体制 
第Ⅳ章 持続的な企業価値向上に向けて 
第Ⅴ章 情報開示とコミュニケーション 

 
２. 当社は、本ガイドラインに定める事項の実践を通じて、株主をはじめとするステークホルダ

ーとの信頼を育み、社会に必要とされる健全で持続的な企業の発展を目指す。 
３. 本ガイドラインは、法令及び定款を前提として、より実効性の高い統治機構を実現するため

の指針とする。 
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第Ⅱ章 株主の皆様との関係 
 

（受託者責任） 
第４条 取締役・監査役は、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダーとの適切な協 

働を確保しつつ、会社及び株主共同の利益のために行動する。           〔4－5〕                             
２. 株主から経営を負託された取締役会は、会社の持続的成長と中長期的な株主価値の向上に努

め、経営戦略・経営計画の策定に際しては、当社の資本コストを的確に把握した上で、収益

性・資本生産性に関する目標を設定・公表し、これを達成することに邁進する。   〔5－2〕 
 
（資本政策） 
第５条 当社は、資本政策が株主の利益に重要な影響を与え得ることを踏まえ、次のとおり資本

政策の基本方針を定める。                                                   〔1－3〕 
 
≪資本政策の基本方針≫ 

当社は、株主価値を中長期的に高めるために、持続的な成長が必要と考え、成長投資と 
リスク許容できる株主資本の水準を保持することを基本とする。 
株主資本利益率（ROE）を最も重要な経営指標の一つと捉え、この目標値を公表し、  
株主資本の有効活用を目指しつつ、安定的に成長投資資金を調達できる強固な財務基盤 
の確保を目指すために、DE レシオ等の財務健全性を計る目標値を公表し、これを目指 
すことで最適資本構成の構築を図る。 

 
２. 当社は、相手企業との関係・提携強化を図る目的で、政策保有株式を保有する。取締役会は、 

毎年個別の政策保有株式について中長期的な経済合理性等を検証し、その結果を開示すると

ともに、継続して保有する必要がないと判断した株式の売却を進めるなど、政策保有株式の

縮減に努める。なお、当社は政策保有株主から当社株式の売却の意向が示された場合、当該

会社との取引の縮減を示唆することなどにより、その売却を妨げる行為は行わない。〔1－4〕 
３. 当社は、政策保有株式の議決権行使について、当該企業の価値向上に繋がるか、当社の企業

価値を毀損させる可能性がないかという議決権行使基準に基づき個別に精査したうえで、議

案への賛否を判断する。                           〔1－4〕 
 
（株主還元） 
第６条 当社は、剰余金の配当等の株主還元に関する基本方針を次のとおり定める。  〔1－3〕 
 

≪株主還元に関する基本方針≫ 
当社は、事業活動を通じて創出した利益を株主の皆様へ還元することと併せ、中長期的 
な企業価値の最大化のために不動産開発投資、海外事業展開、M＆A、研究開発及び生 
産設備等の成長投資に資金を投下し、１株当たり利益（EPS）を増大させることをもっ 
て株主価値向上を図ることを株主還元に関する基本方針とする。 
配当性向については、親会社株主に帰属する当期純利益の 35％以上として業績に連動 
した利益還元を行い、かつ安定的な配当の維持に努める（第 7 次中期経営計画期間 
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（2022 年度～2026 年度）の対象年度においては、年間の 1 株当たりの配当金額の下限を

当初 130 円としていたが、2024 年度より、130 円から 145 円に変更した）。 
なお自己株式の取得については、市場環境や資本効率等を勘案し、状況に応じて機動的 
に実施することとする。 
 
 

（株主総会） 
第７条 株主総会は、議決権を有する株主によって構成される最高意思決定機関であり、取締役

会は、各議案に対する賛否状況を分析し、株主の意思を適切に慮る。        〔1－1①〕 
２. 取締役は、株主との信頼関係を醸成するために、株主総会において、株主に十分な説明を行

い、質疑応答を尽くす。 
 
（議決権の尊重） 
第８条 株主総会における議決権の行使は、株主の権利であり、当社は、株主の適切な議決権行

使判断に資する情報について適確に提供するよう努める。             〔1－2①〕 
２. 当社は、株主が適切に議決権を行使できるようにするため、株主総会招集通知等を株主総会

開催日の 3 週間前を目安に送付し、総会議案の十分な検討時間を確保する。また、招集通知

に記載する情報は、株主総会の招集に係る取締役会決議から招集通知を発送するまでの間に

電磁的方法にて公表する。                                                 〔1－2②〕 
３. 当社は、すべての株主が適切に議決権を行使できるよう、議決権電子行使制度の採用や英訳 

   版招集通知の公表等、議決権行使環境を整備する。                            〔1－2④〕 
 

（株主の権利の保護） 
第９条 当社は、取締役・監査役が株主に対する受託者責任を全うする観点から、支配権の変動

や、大規模な希釈化が生じる増資等を行う場合には、その必要性と合理性について十分検討

し、適正な手続きを確保するとともに、適正に開示する。              〔1－6〕 
２. 当社は、いわゆる買収防衛策を導入せず、当社株式が公開買付けに付された場合には、取締

役会としての考え方を株主に十分かつ明確に説明し、適正な手続きを確保する。   〔1－5〕 
                               

（株主の平等性の確保） 
第10条 当社は、いずれの株主も株式の内容及び数に応じて平等に扱う。 
２. 当社は、特定の株主に対し、特別な便宜の供与などを行わない。 
 

（株主の利益に反する取引の防止） 
第11条 当社は、株主の利益を保護するため、取締役、監査役などの当社関係者や主要株主がそ

の立場を濫用して、当社や株主の利益に反する取引を行うことを防止するための「自己取引

ガイドライン」等の基準を定め、この概要を公表する。                   〔1－7〕 
２. 取締役・監査役は、会社法に基づく取締役会の承認を得なければ、利益相反取引及び競業取       

引を行ってはならない。 
３. 当社は、当社関係者が内部者取引を行うことを未然に防止するため、未公表の重要事実の取
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り扱いに関する「内部者取引に関する規則」を定め、これを厳格に運用する。 
 
（株主の利益の尊重） 
第12条 当社は、株主との利益共有意識を醸成し、株主の利益を尊重した行動に資するため、持

株会等を通じて役職員の自社株保有を推奨する。 
 

第Ⅲ章 コーポレートガバナンス体制 
 

（取締役会、監査役会及び委員会等の体制） 
第13条 当社は監査役会設置会社を選択し、監査役・監査役会が取締役・執行役員の職務執行を

監査する。 
２. 当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確にするため、執行役員制度を採用

し、意思決定・監督機能を取締役会及びその構成員である各取締役が担い、業務執行機能を

執行役員が担う。 
３. 当社は、経営人財の世代交代の円滑化のため、社外監査役を除く監査役の定年年齢を設定し、

監査役は 67 歳に達した場合、任期の満了日をもって定年とする。なお、社外取締役を除く取

締役の定年年齢及び在任期間の上限については、指名諮問委員会での協議を経た上で、別途

内規に定めるものとする。 
４. 社外役員は年齢に関わらず、社外役員としての在任期間を最長８年間とし、当該８年目に係

る任期の満了日をもって社外役員の任期の上限とする。なお、社外取締役と社外監査役の在

任期間は通算しない。 
５. 取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するととも

に、その機能が最も効果的・効率的に発揮できる員数として 20 名以内とする。 〔4－11①〕 
６. 取締役会は、独立性・中立性のある社外取締役を取締役会の構成員数に対して 3 分の 1 以上

の比率に達する員数を置く。                            〔4－8〕 
７. 監査役会は、監査役会の独立性確保のため半数以上の社外監査役で構成し、少なくとも 1 名

以上を証券取引所が定める独立役員に指定する。 
８. 社外監査役は財務・会計、法律、経営等の専門家から選任する。常勤監査役は、当社におい

て豊富な経験を有する者から選任し、うち１名以上は財務・会計に相当程度精通している者

から選任する。                                                          〔4－11〕 
９. 当社は、各取締役の指名、報酬に係る機能の独立性・客観性を強化するため、取締役会の諮

問機関として、「指名諮問委員会」、「報酬諮問委員会」を設置する。また、取締役会は、必要

に応じて、その他の取締役会内委員会（ボード委員会）を設置する。      〔4－10①〕 
10. 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員は、その半数以上を社外取締役とし、各委員会

の委員長は社外取締役とする。 
11. 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、コーポレートガバナンスを含む経

営全般に関するビジョンや SDGs・ESG への取り組みを含めた戦略等を議論する「コーポレ

ートガバナンス委員会」を設置し、当該委員会の委員長は社外取締役とする。コーポレート

ガバナンス委員会は、より専門的見地からの議論を行うため、必要に応じて、「サステナビ
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リティ委員会」からの情報提供を得るものとする。 
12. 取締役会は、意思決定機能ならびに監督機能の最高権限を有する最高経営責任者（CEO）を

取締役の中から任命する。 
13. 取締役会は、業務執行機能の最高権限を有する最高執行責任者（COO）を取締役の中から任

命する。 
14. 取締役会は、コーポレートファイナンスの視点から経営を監督・指揮する最高財務責任者

（CFO）を取締役の中から任命する。 
 

（業務執行に係る体制） 
第14条 当社は、ハウジング・ソリューション本部及びビジネス・ソリューション本部を設置す

る。各ソリューション本部は、所管事業全体の統括を行い、傘下の各事業本部の機能強化、

効率化及びガバナンス強化等を図る。 
2. 当社は、業務執行に係る機動性の向上等を図るため、グループ会社を含めた主要な事業の管

理単位毎に事業本部を設置し、社会のニーズに応じた幅広い事業分野での価値創造を、当該

事業本部毎に一気通貫で行う体制を整備する。 
3. 取締役会は、取締役または執行役員の中から各ソリューション本部長及び各事業本部長を選

定する。ソリューション本部長は、傘下の各事業本部における業務執行に係る一切の事項に

関する監督責任を負うものとし、事業本部長は、担当事業における業績、リスクマネジメン

ト及びコンプライアンスに関する事項を含むサプライチェーン全体に対しての責任を負う。 
4. 当社の本社機能部門は、各事業本部に対して、各部門の担当機能の観点から、積極的に協力

支援を行うとともに、監督・牽制を行う。 
 
（業務執行に係る委員会体制） 
第15条 当社は、執行役員の業務執行に資するため、次のとおり業務執行に係る委員会を設置し、

取締役会にて意思決定された業務を適確かつ迅速に執行する。 
2. 当社は、取締役会から権限委譲を受けた事項の決議や経営の重要事項について報告・審議を

行う組織として「経営会議」を設置する。議長を CEO とする。 
3. 当社は、取締役会と執行役員それぞれが職務の責任を果たすとともに、相互に意思疎通を図

り、取締役会で意思決定された事項を適切に執行するため、取締役と執行役員の合議体「合

同役員会」を設置する。議長を CEO とする。 
4. 取締役会は、内部統制の実効性を高めるための組織として「内部統制委員会」を設置する。

委員長を代表取締役社長（会長職を設ける場合は会長が務めることができる）とする。 
5. 取締役会は、リスクの顕在化の予防、顕在化したリスクの発見、顕在化したリスクによる損

失の軽減を行うことを目的とする組織として「リスク管理委員会」を設置する。 
6. 取締役会は、不動産開発投資事業及びその他事業投資における資本の合理的かつ効果的な投

資の意思決定に資するため、事業性及びリスクを評価するための「事業投資委員会」を設置

する。当該意思決定に係る取締役への委任の範囲は、「取締役会規則」に従う。委員長をハウ

ジング・ソリューション本部長もしくはビジネス・ソリューション本部長とする。 
7. 取締役会は、対外的な情報開示の要否を適時適切に審議するための組織として「情報開示委
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員会」を設置する。委員長を経営管理本部長とする。 
 
（取締役会の責務） 
第16条 取締役会は、最良のコーポレートガバナンスの構築を通じて“将来の夢”（パーパス）の

実現を目指し、その監督機能を発揮するとともに、公正な判断により最善の意思決定を行う。 
2. 取締役会は、法令、定款及び「取締役会規則」にて定められた重要事項を意思決定するとと

もに、取締役の職務執行を監督する。                    〔4－1①〕 
3. 取締役会は、業務執行の機動性と柔軟性を高め、経営の活力を増大させるため、法令、定款

及び前項に記載する事項以外の業務執行の意思決定を取締役に委任する。    〔4－1①〕 
4. 取締役会は、“将来の夢”（パーパス）の実現、企業価値及び株主の共同利益の中長期的な増

大に努め、それらを損なう可能性のある行為に対して、多角的かつ十分な検討を行ったうえ

で、公正に判断し、行動する責務を負う。                    〔4〕 
5. 取締役会は、中期経営計画が株主に対するコミットメントの一つであるとの認識に立ち、計

画内容の根拠やその背景、事業環境などを株主に説明するとともに、その実現に向けて最善

の努力を行う。仮に、業績目標が未達に終わった場合には、その原因、取締役会が行った対

応の内容を十分に分析・説明し、その分析を次期以降の計画に反映させる。    〔4－1②〕 
6. 取締役会は、業績目標の達成に向け、その進捗状況を確認・精査し、必要に応じて対策を講じ

るとともに、適切な情報開示に努める。 
7. 取締役会は、不動産開発投資や M&A 等における投資案件の成果を評価するとともに、当社

の投資採択基準の妥当性を定期的に検証する。 
8. 取締役会は、内部統制の体制を整備し、内部統制委員会と連携してその運用が有効に行われ

ているかを監督する。                          〔4－3④〕 
9. 取締役会は、会計監査人が株主ならびにステークホルダーにとって重要な役割を果たすこと

を踏まえ、高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保ならびに対応体制を確保する。 
〔3－2②〕 

10.取締役会は将来にわたる経営に責任を持ち、将来の CEO、COO、CFO の後継者のプランニ

ングについて、その情報を共有する。                    〔4－1③〕 
11. 取締役会は、取締役会や合同役員会等の会議体を活用し、執行役員に対し、その職務執行状

況について報告をさせることにより、業務執行の監督を行う。 
12. 取締役会は、「ア（安全・安心）・ス（スピード・ストック）・フ（福祉）・カ（環境）・ケ（健

康）・ツ（通信）・ノ（農業）」をキーワードとした、社会に貢献する商品・サービスの開発・

提供のため、社内にイノベーションの気風を浸透させ、“将来の夢”（パーパス）の実現のた

めの体制整備と部門の枠を超えた積極的な関与ならびに経営資源の支援を行う。 
 
（取締役会の運営） 
第17条 取締役会は、社外取締役による問題提起を含め自由闊達で建設的な議論・意見交換を尊

ぶ気風の醸成に努める。その運営については「取締役会規則」に定めるほか、取締役会事務

局は社外取締役の実効性を高めるため、議題の提案の背景、目的、その内容等につき、毎回

の取締役会開催前に、事前説明を行うなど、必要に応じて十分な情報を提供する。〔4－12①〕 
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（取締役会評価） 
第18条 取締役会は、毎年、各取締役の自己評価なども参考にしつつ、取締役会全体の実効性に

ついて分析・評価を行い、その結果の概要を開示する。                      〔4－11③〕 
２. 取締役会評価にあたっては、CEO を実施責任者、経営管理本部長を実施担当者とし、評価を

行う。 
３. 監査役会は、毎年、取締役会の監督機能ならびに業務執行機能について、ビジネス、ガバナ

ンス、リスクマネジメントに関する事項等を含む取締役会全体の実効性について、監査役会

としての分析・評価を行い、意見を述べる。当該評価に際しては、社外取締役へのヒアリン

グ等を行ったうえで、取締役会のあり方について、建設的な意見を述べる。 
 
（取締役） 
第19条 取締役は、その任期を 1 年とし、毎年、株主総会で選任される。 
２. 取締役は、善管注意義務及び忠実義務を負う。 
３. 取締役は、その職務を執行するに十分な情報を収集するとともに、取締役会において説明を

求め、互いに積極的に意見を表明して議論を尽くし、議決権を行使する。    〔4－13〕 
４. 取締役は、取締役会の議題を提案する権利及び取締役会の招集を求める権利を適時・適切に

行使することにより、当社の経営課題の解決を図る。 
５. 取締役は、株主の信任に応えるべく、その期待される能力を発揮し、十分な時間を費やし、

取締役としての職務を執行する。 
６. 取締役候補者の選解任基準、取締役の権限及び責任等については、取締役会が別途定める「取

締役規程」による。                          〔3－1（ⅳ）〕 
 
（社外取締役） 
第20条 社外取締役は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点を踏まえて、

独立した客観的な立場から、経営を監督する。 
２. 社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、原則として指名諮問委員会が

定める「社外役員の独立性判断基準」を充足する者を選任する。             〔4－9〕 
３. 社外取締役は、取締役会及び各ボード委員会の判断・行動の公正性をより高め、最良のコー

ポレートガバナンスを実現するためにイニシアティブをとる。 
４. 社外取締役は、当社の理念体系、企業文化、経営環境、SDGs・ESG への取り組みなどの状

況について、取締役会事務局を通じて継続的な情報提供を受ける。            〔4－13③〕 
５. 社外取締役は、当社のコーポレートガバナンス及びビジネスに関する事項等について、毎年、

独立役員のみで構成するミーティングを開催し、自由に議論する。         〔4－8①〕 
６. 社外取締役は、互選により「筆頭独立社外取締役」を決定し、経営幹部との連絡・調整や監

査役・監査役会との連携に係る体制整備を図る。               〔4－8②〕 
７. 社外取締役は、その役割・責務を実効的に果たすために必要な追加情報について、取締役会

事務局に求め、さらに必要と考える場合には会社の費用において外部の専門家の助言を得る

ことができる。                        〔4－13①〕〔4－13②〕 
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（監査役会） 
第21条 監査役会は、取締役・執行役員の職務執行の監査、株主総会に提出する会計監査人の選

任及び解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、会計監査その

他法令により定められた事項を実施する。 
２. 監査役会は、監査の方針、監査計画、監査の方法、監査業務の分担等、その他、監査役がそ

の職務を遂行するうえで必要と認めた事項について決議を行い、その決議は監査役の過半数

をもって行う。 
３. 監査役会は、次に掲げる体制の内容について決議し、当該体制を整備するよう取締役に要請

するものとする。 
① 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 
② 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 
③ 第１号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 
④ 監査役への報告に関する体制 
⑤ 前号の報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保

するための体制 
⑥ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 
⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

４. 監査役会は、取締役・執行役員の職務執行の監査に必要な事項に関し、取締役、使用人及び

会計監査人から適時・適切に報告を受けるとともに、会計監査人及び内部監査部門ならびに

社外取締役と必要な情報を共有するなど、監査の質の向上と効率的な監査の実現に努める。 
                                                                      〔3－2②〕 

５. 監査役会は、その職務を執行するため必要な基本方針、手続等について「監査役会規則」を、

監査体制のあり方と、監査にあたっての基準及び行動の指針について「監査役監査基準」を

定め、その職責を全うする。 
６. 監査役会の決議及び監査役の指示に基づき職務を遂行する監査役室は、監査の客観性を確保

するために、業務の指揮命令及び人事評価等について取締役からの独立性が保障される。 
〔4－13③〕 

７. 監査役会は、社外取締役がその独立性に影響を受けることなく、情報収集力の強化を図るこ

とができるよう、社外取締役との連携を行う。                〔4－4①〕 
 

（監査役） 
第22条 監査役は、株主の負託を受けた独立の機関として取締役・執行役員の職務の執行を監査 

することにより、企業の健全で持続的な成長を確保し、社会的信頼に応える良質なコーポレ

ートガバナンス体制を確立する責務を負う。 
２. 常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査の環境の整備及び情報収集に積極的に努

め、かつ、内部統制システムの構築・運用の状況を日常的に監視し検証する。 
３. 常勤監査役は、その職務の遂行上知り得た情報を、他の監査役と共有し、また社外取締役の
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情報収集力確保の一助となるよう努める。                  〔4－4①〕 
 
（社外監査役） 
第23条 社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を一層高めるために法令上その選任が義務

付けられていること、選任された理由等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明

することが特に期待されていることを認識し、忌憚のない意見を述べる。 
２. 独立役員に指定された社外監査役は、一般株主の利益ひいては会社の利益を踏まえた公正で 

公平な経営の意思決定のために行動し、他の独立役員と協力して、一般株主との意見交換等

を所管する部署との情報の交換を図り、一般株主の利益への配慮の観点から意見を述べる。 
 

（最高経営責任者 CEO） 
第24条 最高経営責任者（CEO）は、取締役会の「意思決定機能」ならびに「監督機能」に係る

最高権限を有する。 
２. CEO は、当社の“将来の夢”（パーパス）の実現、企業価値の向上及び株主の共同利益の長

期的な増大に向けた最善の業務執行に関する意思決定を行い、また、意思決定に基づく業務

執行の監督について責任を負う。 
３. CEO は、業務執行の監督状況に関して取締役会に十分な説明を行う。 
４. CEO は、社外取締役や監査役会の機能を十分に活用すること等により、企業の健全で持続的

な成長を支える経営基盤の構築に努め、かつ、COO による業務執行の成果の最大化に資す

る支援を行う。 
 
（最高執行責任者 COO） 
第25条 最高執行責任者（COO）は、取締役会及び最高経営責任者（CEO）による統括のもと、

「業務執行機能」に係る最高権限を有する。 
２. COO は、取締役会が決定した戦略、経営方針に従い、経営計画の達成に向け、事業活動に関

する業務執行を統括・指揮し、責任を負う。 
３. COO は、業務執行に関して個々の執行役員に担当範囲を定めてその権限を委譲することが

できる。 
４. COO は、業務執行に関する体制の整備ならびに他の執行役員の職務の執行について監督・

指揮を行う。 
 
（最高財務責任者 CFO） 
第26条 最高財務責任者（CFO）は、経営の「意思決定」「監督」ならびに「業務執行」等に係る

各機能について、コーポレートファイナンスの視点から監督・指揮する。 
２. CFO は、CEO の健全な意思決定・監督を補助し、COO の積極的な経営の執行に資するため、

全社的な資本効率やリスクに対する企業体力のバランスを執る役割を担い、CEO、COO と

共に、三位一体となって経営の根幹を司る。  
３. CFO は、株主を含む財務資本の提供者に対して中長期的な経営戦略について説明責任を負う

とともに、資本生産性の高い経営の実現のための体制を整備する。 
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（執行役員） 
第27条 執行役員は、その任期を 1 年とし、毎年、CEO がその候補者を推薦し、取締役会で選任

される。 
２. 取締役を兼務する執行役員は、取締役として当社全体の経営に関する監督責任を負うととも

に、執行役員として自らの担当業務において職務執行の責任を負う。 
３. 執行役員は、“将来の夢”（パーパス）の実現、企業価値の向上及び株主の共同利益の長期的

な増大に向けた業務執行上の重要な職責を担う者である。執行役員は、CEO ならびに COO
から担当業務・分野における具体的な業務執行の決定権限の委譲を受け、責任を持って目標

完遂を志向して業務を執行するとともに、将来の当社の経営を担う優秀な人財を育成する。 
４. 執行役員の員数は、取締役会の意思決定に基づく業務執行機能が、最も効果的かつ効率的に

発揮できる適正な員数とする。 
 
（指名諮問委員会） 
第28条 指名諮問委員会は、人事担当の取締役または執行役員より取締役の選任及び解任に関す

る株主総会の議案の内容の説明を受け、意見を述べる。             〔4－10①〕 
２. 指名諮問委員会は、各取締役の評価について人事担当の取締役または執行役員より評価の説

明を受け、その妥当性を協議し、意見を述べる。                                〔4－3〕 
３. 指名諮問委員会は、独立性・中立性のある社外取締役を選任するために「社外役員の独立性

判断基準」を定め、これを公表する。                     〔4－9〕 
４. 指名諮問委員会は、その職務を執行するために必要な基本方針、規則、CEO 職の解任手続き

等を定める。                               〔4－3③〕 
 
（報酬諮問委員会） 
第29条 報酬諮問委員会は、取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針及び株主総会に提案

がなされる報酬等の内容について諮問を受け、意見を述べる。          〔4－10①〕 
２. 報酬諮問委員会は、取締役の報酬等に関する意見を述べるにあたり、その客観性を確保する

ために社外の調査データ等を積極的に取り入れるとともに、報酬等の決定プロセスの妥当性

についても審議し、意見を述べる。 
３. 報酬諮問委員会は、その職務を執行するために必要な基本方針、規則、手続等を定める。 
 

（取締役・執行役員の報酬等） 
第30条 取締役の報酬等は、前条の規定に従い、報酬諮問委員会による公正かつ透明性の高い答

申を受け、適切に決定する。 
２. 取締役の報酬等は、経営の監督機能が十分に発揮されるよう、取締役として相応しいものと

する。 
３. 執行役員の報酬等は、執行役員としての職務執行が強く動機付けられ、業績が考慮される内

容とする。 
４. 当社は、経営幹部に対して中長期的な業績や株主価値と連動する投資制度としてのインセン
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ティブプランを設け、持続的な企業価値向上への動機付けを図る。             〔4－2①〕 
 
（コーポレートガバナンス委員会） 
第31条 コーポレートガバナンス委員会は、社外取締役、社外監査役、常勤監査役ならびに、CEO、

COO、CFO、代表取締役で構成し、コーポレートガバナンスや企業経営全般に関するビジ

ョンや SDGs・ESG への取り組みを含めた戦略等について、多様な視点、長期的な視点に基

づく意見交換を行う。 
２. コーポレートガバナンス委員会は、社外取締役と社外監査役が有する知見・見識を存分に企

業経営に取り込むことによって、「より良い企業」を目指し、中長期の企業価値向上に資す

ることを主たる目的として開催する。 
３. 社外取締役・社外監査役は、コーポレートガバナンス委員会の開催に先立ち、互いに協力し

て、一般株主との意見交換等を所管する部署との情報の交換を図り、一般株主の利益への配

慮の観点も踏まえ、意見を述べる。 
４. コーポレートガバナンス委員会は、必要に応じて、「環境」と「社会」への取り組みを所管

する「サステナビリティ委員会」からの情報提供を受け、「持続可能な社会への貢献」を果

たすために中長期の視点で経営方針・戦略ならびに重要課題の特定等について、意見交換を

行う。 
 

（サステナビリティ委員会） 
第 32 条 当社は、サステナビリティ経営に関する方針や戦略について監督ならびに意思決定する

機能として「サステナビリティ委員会」を設置する。 
２.サステナビリティ委員会は、当社ならびに当社グループ全体が中長期に取り組むべき「環境」

及び「社会」の重要課題について審議及び決定し、当該決定に関する取り組みを指示及び統

括する。 
３.サステナビリティ委員会は、委員長を経営戦略本部長とし、構成委員は、委員長が指名する

こととする。なお、開催は年 2 回以上とする。 
４.サステナビリティ委員会は、「環境」及び「社会」に関する重要な事項について、取締役会へ

報告する。また、必要に応じて、コーポレートガバナンス委員会へ情報提供する。 
 

（内部統制） 
第33条 当社グループ全体の内部統制の充実は、株主の信頼を得る重要な要素であることから、

取締役会は、会社法に基づき、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の

業務の適正を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、運用

する。 
２．取締役会は、前項の「内部統制システム構築の基本方針」の定めに則った適切な内部統制

の実施のため、内部統制委員会を設置し、その運用状況の報告を求め、監督する。〔4－3④〕 
 
（内部通報） 
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第34条 当社は、従業員が、不利益を被る危険を懸念することなく、違法または不適切な行為・

情報開示に関する情報や真摯な疑念を伝えることができるよう、また、伝えられた情報や疑  
念が客観的に検証され適切に活用されるよう、外部窓口を含む複数の内部通報窓口を設置し、

内部通報に係る体制を整備する。                                             〔2－5〕 
２. 前項の定めにより通報を受けた情報は、内容を調査のうえ、担当部門と協議し、重要性の高

い問題については、その内容に応じて、取締役会、監査役会等に報告される。 
（会計監査人） 
第35条 当社は、会計監査人が財務報告の信頼性確保を任務としており、最良のコーポレートガ

バナンスの実現のために重要な役割を負っていることを認識し、適正な監査の確保に向けた

対応を共同し実施する。 
２. 会計監査人は、当社からの独立性が確保されていなければならない。 
３. 会計監査人は、その監査の品質管理のために組織的な業務運営がなされなければならない。 
４. 監査役会は、会計監査人の独立性及び監査の品質管理のための組織的業務運営について適切

に評価するための基準を策定し、その基準を満たしているか否かを確認する。  〔3－2①〕                                        
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第Ⅳ章 持続的な企業価値向上に向けて 
 

（企業価値向上経営） 
第36条 企業の所有者たる株主から経営を負託された取締役は、株主価値の最大化のために受託

者責任を果たすべく努力し、かつ、他のステークホルダーとのバランスをとり、企業価値の

最大化を図る。 
２. 取締役は、株主から提供された資金に対する期待収益率（株主資本コスト）を上回るリター

ン（株主資本利益率）を獲得することにより、企業価値を創造することを認識する。 
３. 当社は、中長期の企業価値向上の実現のため、将来の企業成長に必要な経営基盤や事業戦略

等に関する計画について中期経営計画を策定し、これを公表する。          〔3－1（ⅰ）〕 
４. 当社は、無形資産を含めた私たちが考える本源的企業価値（エンドレスハートの価値）につ

いて検証し、当社の持つ潜在的かつ持続的なキャッシュフロー獲得能力としての本源的価値

の健全な成長に努めることにより、持続的な企業価値の向上を目指す。 
５. 当社は、持続的な企業価値の向上を目指すにあたり、「持続可能な社会の実現」がその大前

提であることを十分に認識し、SDGs 等の社会課題に真摯に向き合い、事業を通じた社会課

題の解決に努める。 
 
（経営人財の育成） 
第37条 当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役の就任の際には、会社の事業・

財務・組織等に関する必要な知識を取得し、株主から負託された取締役・監査役に求められ

る役割（受託者責任）と法的責任を含む責務を果たすため、会社法関連法令ならびにコーポ

レートガバナンスやコーポレートファイナンスに関して十分に理解を深める機会を設ける。

また、必要に応じこれらを継続的に更新する機会を設ける。                  〔4－14①〕 
２. 執行役員は、生産性の高い業務執行による企業価値向上経営の重要な職責を担うことを踏ま

え、企業経営全般に関するトレーニングを受ける。 
３. 当社は、次世代の当社グループの経営幹部育成を目的として、支社長・支店長をはじめとし

たキーポジションの次世代後継候補者研修「D-Succeed リーダーシップ強化プログラム」を

開講し、人財プールの拡充・質的向上を図る。 
４. 当社の経営幹部は、創業精神を継承し、かつ、取締役会が定める計画に則り、本ガイドライ

ン第 4 条（受託者責任）ならびに第 36 条（企業価値向上経営）に定める事項を果たすに十

分な知識・資質を備えるためのトレーニングを受ける。 
５. 当社は上記のとおり経営幹部に対するトレーニングの方針を定め、これを公表する。 

                                                                            〔4－14②〕 
（人財の多様性） 
第38条 当社は、異なる経験・技能・属性を反映した多様な視点や価値観が存在することが、持

続的な成長を確保するうえでの強みになると考え、人財の多様性の確保を推進する。 
２. 当社は、経営判断の場の多様性強化と事業プロセスにおける多様な視点の獲得のため、女性

活躍をはじめとしたダイバーシティを推進する専従組織を設置し、ダイバーシティに関する

実態の調査分析による課題抽出に基づいた教育や社内制度などの充実を図るとともに、その
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進捗を測定し、可視化を図る。                        〔2－4〕 
 
（ステークホルダーとの良好・円滑な関係） 
第39条 当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティー（持続可能性）を巡る課題

への対応が、中長期的な企業価値の向上に重要な要素であることを踏まえ、株主ならびに顧

客、取引先、債権者、従業員、地域社会などのステークホルダーと良好かつ円滑な関係の維    
持に努め、価値創造に向けた取り組み状況に関する情報を積極的に開示する。   〔2－3①〕 

２. コーポレートガバナンス委員会は、前項に定めるステークホルダーとの関係性について、以

下の主要項目や外部評価等についてモニタリングを行うことにより、将来の価値創造の源泉

となる無形資産に対する取り組み状況やプロセスを評価・監督し、私たちの本源的企業価値

（エンドレスハートの価値）の成長のためにリーダーシップを発揮する。 
 

≪顧客価値≫ 
① 当社は、「誠意を持ってお客様と向き合い、感動と喜びを分かち合う」ため、「個客思考（お

客様一人ひとりの立場で考える）」を行動規範に、良品をお渡しした後のアフターサービ

ス等の活動精度の向上に取り組み、さらなるお客様満足度の向上を目指す。 
② 当社は、ハウジング・ソリューション本部に CS 統括部門を置き、アンケートおよびコー

ルセンターを経由して、お客様の意見・要望を集約するとともに会社全般の改善活動に反

映させ、お客様との長期にわたる信頼関係を築くための体制整備を図る。 
③ 当社は、工事監理者により、設計図書、仕様書通りに工事が実施されていることを照合・

確認することで、法令を遵守するとともに高品質の商品を提供できる体制整備を図る。 
④ 当社は、技術部門と内部監査部門が連携し、事業所における設計から保全にわたる各業務

プロセスの健全性を高め、法令遵守ならびに QCDMSE（品質・コスト・納期・モラール・

安全・環境）の確保を確実にする。 
⑤ 当社は、本社に品質改善委員会を設置し、各事業所からの懸案事項等を協議検討すること

で、継続した品質確保と業務改善を行う。 
 

≪取引先・サプライヤーとの共存共栄≫ 
① 当社は、適正な品質の部材を、適正な価格で安定的に供給を受けるため、施工協力先、資 

材調達先、設備機器調達先からなるサプライチェーンネットワークを構築する。 
  ② 当社は、協力会社の技術技能の向上のため、相互研鑽と互助親睦を図ることを目的に「協 

力会連合会」を組織する。また、取引先・サプライヤーとの共存共栄の関係を強化するた 
め、「トリリオン会」「設和会」等を組織する。 

  ③ 当社は、建設現場の労働災害の防止及び労働環境の維持・向上のため、協力会社と協力 
して安全衛生活動及び安全教育を実施する。 

  ④ 当社は、資材調達先からなるサプライチェーンネットワークを、グループ会社間にも広げ、 
    また海外事業、新規事業等にも活用する。 
 
≪従業員価値≫ 

① 当社は、社是に掲げる「事業を通じて人を育てること」の具現化のため、社会に貢献でき

る自立した人財の育成に向けた先進的な取り組みを推進するとともに、多様な価値観を事

業に活かし、新しい発想で社会の課題解決に応えていくため、ダイバーシティの推進に積

極的に取り組む。 
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② 当社は、多様な個性やバックグラウンドを有する従業員のニーズに柔軟に対応し、多様な

人財が長く活躍できる体制を整備するため、ワークライフバランス支援制度の充実と利用

促進に向けた取り組みを推進する。                                        〔2－4〕 
③ 当社は、安全かつ健康に働くことのできる職場づくりと、従業員の個性や能力を伸ばすた

めの階層別教育及び資格取得の支援等を行う。 
 

≪環境との共生≫ 
①  当社は、「環境と共生し人が心豊かに生きる社会」の実現のため、「気候変動の緩和と適

応（地球温暖化防止・エネルギー）」「自然環境との調和（生物多様性保全）」「資源保護

（長寿命化・廃棄物削減・水資源保護）」「化学物質による汚染の防止」を環境活動の 4
つの重点テーマとして、環境活動を推進する。 

  ② 当社は、環境理念・環境活動重点テーマ・環境行動指針からなる「環境ビジョン」を制定 
するとともに、中長期的な目標を設定し、環境ビジョンの実現に努める。 

  ③ 当社は、「予防的アプローチ」の考え方に基づき、事業活動のあらゆる側面において環境

活動を推進するとともに、継続的な改善に努める。 
 

≪地域社会との共生≫ 
① 当社は、建設業をコア事業としており地域社会と深い関わりを有していることから、当社 

事業の発展は地域社会の持続的な発展と共にあるものと考え、地域共生活動を通じて社会 
からの信頼を得ることを目指す。 

 ② 当社は、地域社会と双方の持続的発展の循環を生み出すため、活動分野を「環境保全」「福

祉支援」「次世代育成」の 3 分野を柱とした地域共生活動に積極的に取り組み、社会の課

題解決に取り組む。 
 

（IT・情報資本） 
第40条 当社は、IT 技術を積極的に活用し、製品・サービスの強化や新たなビジネスモデルを創

出することにより、競争力を高め、人の暮らしに役立つ価値創造に努める。 
２. 当社は、事業活動によって蓄積された情報データベースを価値創造の源泉となる重要な資産

と捉え、適切に分析・活用するための仕組みを構築する。 
３. 当社は、「人・街・暮らしの価値共創グループ」として人が心豊かに生きる社会の実現を目指

し、情報技術を活用したスマートコミュニティに向けた取り組みを積極的に行う。 
 
（技術基盤） 
第41条 当社は、生産性向上技術の活用・開発ならびに ICT による効率化・省人化を推進すると

ともに、変化への対応力が高い柔軟な体制への変革により、業容の拡大を支える強い技術基

盤を構築する。 
２. 当社は、技術者の能力維持・向上のための育成・支援を実施するため、設計・施工などの技

術に係る社内認定制度等を整備するとともに、変革を生み出す異文化交流の風土を醸成する

ことにより、技術による新たな価値創造に挑戦する。 
３. 当社は、建築基準法をはじめとする建築関連法令に関する法令遵守を徹底するため、品質保

証統括部門を設置し、技術管理部門と一体となり確実に法令を遵守するとともに高品質の商

品を提供できる体制を整備する。 
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（生産資本） 
第42条 当社は、プレハブ建築のパイオニアとして、生産の自動化・効率化を推進し、安全で品

質の高い生産体制を構築する。 
２. 当社は、「商品開発・設計・生産・購買・物流・施工」を軸とした「ものづくり機能」の整備・

機能向上を図ることにより、生産性を向上させるとともに、お客様ならびに社会・環境にと

って付加価値の高い建築システムを追求する。 
３. 当社は、グループ会社と連携することにより、ものづくりの生産性・施工性を向上させる体

制を構築する。 
 
（知的財産） 
第43条 当社は、企業競争力の源泉である知的財産について「競争優位性の確保」「競争秩序の維

持」「知的財産権の活用」を重点項目として、知的財産の強化に取り組む体制を構築する。 
２. 当社は、社会への価値創造のため、より良い暮らしの実現に向けた研究開発活動を行う拠点

として総合技術研究所を設置し、社会課題解決に向けた研究開発に取り組む。 
３. 当社は、知的財産室を設置し、知的財産権に関する権利化・管理を行うとともに、他者から

の権利侵害に対しては訴訟等の適正かつ迅速な対応を行う。 
４. 当社は、技術本部長を委員長とする発明委員会を設置し、当社が保有するすべての知的財産

権に関する権利化・維持・実施許諾等を決定する。 
 
（コーポレートブランド価値） 
第44条 当社は、コーポレートブランドが事業の競争優位性を高め、持続的な価値創造に繋がる

重要な経営資源であると位置付け、社内外に対してブランド戦略を効果的に実行するための

体制を整備する。 
２. 当社は、当社ならびに当社グループの象徴として、顧客との絆・グループの連帯感を表す大

和ハウスグループシンボル「エンドレスハート」を導入し、ブランド価値の最大化に向け、

その醸成を図る。 
３. 当社グループの役職員は、当社グループに関わるすべてのステークホルダーに対し、当社の

経営理念・精神が込められた「エンドレスハート」への想いの共有を図り、ブランドの個性

を創り、価値創造の源泉となる無形資産を蓄積する。 
４. 当社は、当社ならびに当社グループのブランド価値毀損を防止するため、商標権に関する権

利化・管理を行うとともに、他者からの権利侵害に対しては訴訟等の適正かつ迅速な対応を

行う。 
 

（持続可能な企業を目指して） 
第45条 当社は、本ガイドライン第 36 条から第 44 条までに掲げる取り組みの推進が、当社の将

来キャッシュフロー獲得能力をどのように向上させるのかについて、グループ会社を含めた

統合的思考に基づく継続的な取り組みを通じて一層深化させ、社会に必要とされる健全で持

続的な企業の発展を目指す。 
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第Ⅴ章 情報開示とコミュニケーション 
 

（情報開示と透明性） 
第46条 当社は、国内外の株主・投資家をはじめとするすべてのステークホルダーとの長期的な

信頼関係を構築するため、情報開示にかかわる基本方針（ディスクロージャーポリシー）に

則って情報開示を行う。情報開示については、法定開示のみならず経営方針や財務情報、事

業の取り組みのほか、その背景にある要因や経営環境など投資判断に必要な情報を、迅速、

正確かつ公正公平に伝達することを情報開示の方針とする。                   〔3－1①〕 
２. 当社は、株主との対話に資するため、以下の情報を開示する。                  

(1)中長期の戦略シナリオ、ビジネスモデル、企業価値向上の方策 
(2)経営上重視している財務・非財務の経営指標 
(3)マテリアリティ（最重要課題） 
(4)リスク情報 
(5) SDGs・ESG 等への取り組みに関する情報 

３. 当社は、情報を分かり易い内容で、かつ株主をはじめとするステークホルダーのアクセスが

容易となるよう情報コンテンツの充実に努めるとともに、メディア媒体等を通じた情報発信

にも積極的に取り組む。 
４. 当社は、グローバル資本市場における企業評価を得ること、ならびに対話を通じてグローバ

ル水準の企業価値向上に資するため、合理的な範囲において英語での情報開示を進める。 
〔3－1②〕 

（株主とのコミュニケーション） 
第47条 当社は、「共に創る。共に生きる。」という基本姿勢のもと、株主との目的を持った対話

を実現するため、双方向のコミュニケーションの充実に努める。 
２. 当社は、株主とのコミュニケーションの充実を図るため、問合せ窓口として IR 室を設置し、

株主との信頼関係を醸成する。                                            〔5－2〕 
３. 当社は、次のとおり「株主との建設的な対話を促進するための方針」を定め、実践する。 

〔5－1〕 
≪株主との建設的な対話（エンゲージメント）を促進するための方針≫          

当社は、株主との建設的な対話が、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に 
資するよう、 
①株主からの対話（面談）の申し込みに対して、株主の希望と面談の主な関心事項も踏 
まえたうえで、合理的な範囲で、社外取締役を含む取締役または経営幹部が臨むこと 
を基本とする。 

②IR 担当役員は、建設的な対話の実現のため、社内部門と協力して対応する。 
③中長期的な企業価値を判断するための情報開示に努め、株主との対話（エンゲージメ 

ント）を通じて企業価値を高める。 
④IR 担当役員は、個別面談のほか、経営説明会や施設見学会などを開催し、IR 活動の 
充実を図る。 

⑤IR 担当役員は、自社の考えていることを対話を通じて株主に伝え、株主から頂いた 
意見･要望について取締役または経営幹部へフィードバックするとともに、社外役員 
にもフィードバックを適時適切に行い独立･客観的な視点からの課題認識を共有する。 

⑥IR 担当役員は、未公表の重要な内部情報（インサイダー情報）が外部へ漏洩するこ 
とを防止するため、「内部者取引に関する規則」に基づき、情報管理責任者と連携を 
図り情報管理を徹底する。 
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第Ⅵ章 その他 
 

（自己レビュー） 
第48条 取締役会は、その職務の執行が本ガイドラインに沿って運用されているかについて、毎

年、自己レビューを行い、コーポレートガバナンスの実効性を高める。    〔4－11③〕 
 
（例外措置） 
第49条 取締役会は、本ガイドラインの例外措置を講ずる必要が生じた場合には、その理由を明

確にするとともに、本ガイドラインの趣旨に鑑み、適正な措置をとっていることを明らかに

しなければならない。 
 

（改正） 
第50条 本ガイドラインは、取締役会の決議により改正される。 
 
 
 

附 則 
 

第1条 本ガイドラインは、平成 27 年 6 月 1 日から実施する。 
第2条 本ガイドラインは、平成 29 年 2 月 9 日から一部改正実施する。 
第3条 本ガイドラインは、平成 30 年 2 月 9 日から一部改正実施する。 
第4条 本ガイドラインは、平成 30 年 6 月 28 日から一部改正実施する。 
第5条 本ガイドラインは、令和元年 6 月 25 日から一部改正実施する。 
第6条 本ガイドラインは、令和 2 年 2 月 13 日から一部改正実施する。 
第7条 本ガイドラインは、令和 2 年 10 月 1 日から一部改正実施する。 
第8条 本ガイドラインは、令和 3 年 2 月 9 日から一部改正実施する。 
第9条 本ガイドラインは、令和 3 年 4 月 1 日から一部改正実施する。 
第10条 本ガイドラインは、令和 4 年 2 月 10 日から一部改正実施する。 
第11条 本ガイドラインは、令和 4 年 5 月 13 日から一部改正実施する。 
第12条 本ガイドラインは、令和 5 年 2 月 10 日から一部改正実施する。 
第13条 本ガイドラインは、令和 6 年 2 月 9 日から一部改正実施する。 
第14条 本ガイドラインは、令和 7 年 2 月 13 日から一部改正実施する。 
第15条 本ガイドラインは、令和 8 年 2 月 13 日から一部改正実施する。 
 
平成 27 年 5 月 27 日制定 
 
 

以 上  
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（別紙１） 
【コーポレートガバナンス体制図】                                       
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